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新株予約権等の状況

発行決議の日 新株予約
権の数

新株予約権の
目的となる株
式の種類と数

新株予約権の
発行価額

新株予約権の
行使時の払込

金額
新株予約権の

行使期間
新株予約
権の行使
の条件

取締役及び執行役
(社外取締役を除く)

(注) １

保有者数 保有数

2007年７月26日 ２個
普通株式
2,000株
(注) ２

１株当たり
3,016円

１株当たり
１円

2007年８月14日
～

2037年８月13日
(注) ３ １名 ２個

2008年７月31日 ３個
普通株式
3,000株
(注) ２

１株当たり
2,161円

１株当たり
１円

2008年８月16日
～

2038年８月15日
(注) ３ １名 ３個

2009年７月31日 ６個
普通株式
6,000株
(注) ２

１株当たり
1,282円

１株当たり
１円

2009年８月18日
～

2039年８月17日
(注) ３ １名 ６個

2010年７月30日 ７個
普通株式
7,000株
(注) ２

１株当たり
1,083円

１株当たり
１円

2010年８月17日
～

2040年８月16日
(注) ３ １名 ７個

2011年７月29日 17個
普通株式
17,000株
(注) ２

１株当たり
1,044円

１株当たり
１円

2011年８月16日
～

2041年８月15日
(注) ３ 1名 12個

2012年７月31日 19個
普通株式
19,000株
(注) ２

１株当たり
1,230円

１株当たり
１円

2012年８月16日
～

2042年８月15日
(注) ３ １名 13個

2013年７月31日 14個
普通株式
14,000株
(注) ２

１株当たり
2,338円

１株当たり
１円

2013年８月16日
～

2043年８月15日
(注) ３ １名 ６個

2014年７月31日 19個
普通株式
19,000株
(注) ２

１株当たり
2,264円

１株当たり
１円

2014年８月16日
～

2044年８月15日
(注) ３ ２名 ８個

2015年７月31日 18個
普通株式
18,000株
(注) ２

１株当たり
2,690円

１株当たり
１円

2015年８月18日
～

2045年８月17日
(注) ３ ２名 ８個

新株予約権等の状況

(１) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2023年３月31日現在）

－ 1 －
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新株予約権等の状況

(注) １. 社外取締役については新株予約権の保有はありません。
２. 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、1,000株です。
３. 新株予約権の行使の条件

・新株予約権者は、行使期間内において、当社の取締役、執行役、監査役、執行役員及びグループ執行役員のいずれの地位
をも喪失した日の翌日以降に限り、新株予約権を行使できるものとする。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失
した日の翌日から５年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

・上記にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交
換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取
締役会決議がなされた場合）には、当該承認日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できるものとする。

・新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、係る募集新株予約権を行使することができないものとする。
・新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。
・新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。但し、新株予約権割当契約に定める条件による

ものとする。
・このほか権利行使の条件及び細目については、新株予約権割当契約に定めるものとする。

４. その他
・当社は、2016年度以降に新株予約権の発行は行っておりません。

(２) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

(３) その他新株予約権等に関する重要事項
　該当事項はありません。

－ 2 －
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会計監査人の状況

支払額

当社が支払うべき当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 156百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 391百万円

会計監査人の状況
(１) 名称　　　　　　EY新日本有限責任監査法人

(２) 報酬等の額

(注) １. 監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうか
について必要な検証を行った結果、当社の会計監査を実施する上でいずれも妥当なものと判断したことから、会計監査人の
報酬等の額について同意の判断を致しました。

２. 当社の重要な子会社のうち、メックグループインターナショナル社、三菱地所ヨーロッパ社及び三菱地所アジア社は、当社
の会計監査人以外の監査法人（アーンスト　アンド　ヤング）の監査を受けております。

３. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を明確に区
分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(３) 非監査業務の内容
　当社が、会計監査人に対して委託した、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務は、社
債発行に係るコンフォートレター作成業務等です。

(４) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査委員会は、会計監査人が会社法第340条に定める事由に該当し、解任が相当と認められ
る場合には、全監査委員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。
　また、監査委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断
した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致
します。

(５) 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

－ 3 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(１) 業務の適正を確保するための体制
　会社法及び会社法施行規則に規定される業務の適正を確保するための体制についての決定内
容の概要は、以下の通りです。
①　執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社では、当社グループの保有する情報資産を適切に取り扱い、情報セキュリティを継続
的に改善し、そのレベルを向上させるため、「三菱地所グループ情報管理基本規則」に基づ
き、リスクマネジメント担当役員を最高情報管理責任者とすると共に、ＤＸ推進部担当役員
を最高情報システム管理責任者及び最高情報システムセキュリティ管理責任者とし、リス
ク・コンプライアンス委員会が全社的な統括を行う。
　そうした体制の下、当社の保有する情報の保護や取扱いに必要な管理対策の基本的事項の
ほか、文書の保存方法・期間や廃棄ルール等の文書の保管及び廃棄に関する事項、情報シス
テム及び電子情報の保護に関する事項並びに情報インシデント発生時の対応に関する事項等
についての規則を整備し、それらの運用を通じて、執行役の職務の執行に係る情報の適切な
保存及び管理を行う。

②　当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループでは、当社グループが企業経営を行っていく上で、事業に関連する内外の
様々なリスクを適切に評価及び管理し、当社グループの企業価値を維持・増大していくため
に、当社グループにおける全ての事業活動を対象としてリスクマネジメントを実践する。
　具体的には、当社グループの全ての役職員によって遂行されるべきリスクマネジメント体
制を制度化することにより適切なリスクマネジメントを実現するべく、「三菱地所グループ
リスクマネジメント規程」を制定し、その定めにより、当社において、当社グループのリス
クマネジメントの推進を統括する機関として「リスク・コンプライアンス委員会」を、ま
た、リスクマネジメントに関する情報の集約等、実務的な合議体として「リスク・コンプラ
イアンス協議会」をそれぞれ位置づけるほか、取締役会の決議により任命されたリスクマネ
ジメント担当役員をリスクマネジメント統括責任者とし、リスクマネジメント体制の整備・
推進を図る。
　一方、こうしたリスクマネジメント体制を基礎としつつ、当社においては、具体的事業の

－ 4 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

中で、特に重要な投資案件の意思決定にあたっては、「経営会議」での審議の前に、経営会
議の諮問機関である「投資委員会」で審議を行い、リスクの内容や程度、リスクが顕在化し
た場合に備えた対応策等についてチェックを行う。
　また、緊急事態発生時の行動指針や連絡・初動体制、事業継続計画体制等については、取
締役会の決議により防災担当役員を任命してその整備に当たることとし、マニュアルやガイ
ドライン等の整備やその運用、定期的な訓練や体制・計画等の見直し、拡充等を行う。
　内部監査室は、リスクマネジメントの実効性を高めるべく、「内部監査規程」に従って内
部監査活動を行う。

③　当社の執行役並びに子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制
　当社グループでは、企業の社会的責任を果たしていく中で、当社の執行役並びに子会社の
取締役等の職務執行が効率的に行われることを確保するために、当社グループに適した経営
機構を継続的に整備する。この方針の下、当社では、機関設計として指名委員会等設置会社
を採用し、業務執行の決定に関する権限を大幅に執行役に委任することで、経営監督機能と
業務執行機能の強化、経営の効率化及び意思決定の迅速化を図るほか、統括役員及び担当役
員の配置や執行役員・グループ執行役員制度の採用、社内規則に基づく職務権限及び意思決
定ルールの整備等により、効率的に職務の執行を行う。

④　当社の執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款
に適合することを確保するための体制
　当社グループでは、「三菱地所グループ基本使命」「三菱地所グループ行動憲章」「三菱
地所グループ行動指針」を定め、その徹底を図ることで、役職員が遵守すべき行動規準を示
すと共に、当社では、指名委員会等設置会社として、取締役会による経営監督、監査委員会
による監査活動等を行う。
　また、「三菱地所グループコンプライアンス規程」の定めに基づき、リスク・コンプライ
アンス委員会による全社的な統括、リスク・コンプライアンス協議会による実務的な協議を
行うと共に、取締役会の決議により任命されたコンプライアンス担当役員をコンプライアン
ス統括責任者とし、当社グループのコンプライアンスに関する総合的な管理及び推進等を行
うほか、予防法務活動、リスクマネジメント推進活動、内部監査活動等を通じて、執行役及
び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。

－ 5 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　このほか、コンプライアンスに関する相談及び通報等の当社グループ及び取引先も含めた
窓口として当社内及び社外にヘルプラインを設置し、運用する。

⑤　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社並び
にその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社グループでは、グループ全体の行動規範となる「三菱地所グループ基本使命」「三菱
地所グループ行動憲章」「三菱地所グループ行動指針」等を定め、リスク・コンプライアン
ス委員会による統括の下、その徹底を図ることで、グループをあげて遵法経営の実践、企業
倫理の実践及び業務の適正の確保に努める。
　また、当社においては、グループ会社の経営推進やスタッフ機能の支援等のグループ会社
に係る業務を所管する部署を定め、全社経営計画とグループ会社に関する施策を連動させる
体制を構築すると共に、「三菱地所グループ経営規程」の運用を通じて、一定の重要事項に
ついては必ず当社とグループ会社が協議ないし情報交換を行うこととすることなどにより、
グループ会社の経営の適正性、効率性の促進とリスクマネジメントの強化に努め、当社グル
ープ全体の価値最大化の達成を目標としてグループ経営に取り組む。
　更には、当社グループにおける財務報告の信頼性の確保に向け、「三菱地所グループ／財
務報告に係る内部統制の基本的な方針（基本規程）」を定め、金融商品取引法が求める財務
報告に係る内部統制報告制度に適切に対応する。

⑥　監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人に対する監査委員会の
指示の実効性の確保に関する事項
　「職制」等の定めにより、監査委員会の職務を補助すべき組織として「監査委員会室」を
設置する。監査委員会室には、専任の室長以下、監査委員会の職務の補助に必要な人員を配
置する。
　監査委員会室の室長は、監査委員会の指示に従い所属員を指揮し担当事務を遂行する。

⑦　前号の使用人の執行役からの独立性に関する事項
　監査委員会室長の人事異動、懲罰等については、監査委員会の同意を得た上で行うことと
する。また、監査委員会室長以外の監査委員会室員の人事異動、懲罰等については、監査委
員会室長と事前に協議の上行うこととする。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑧　当社の取締役、執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人、又はこれらの者か
ら報告を受けた者が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関す
る体制
　当社では、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるとき
は、取締役、執行役、使用人を問わず、速やかにその旨を監査委員会に対して報告すること
はもとより、稟議書等の重要書類について社内規則により常勤監査委員への書類回覧を義務
づけると共に、監査委員を窓口とする内部通報制度を設置する。また、内部監査結果やコン
プライアンス推進活動の状況、リスクマネジメント推進活動の状況、コンプライアンスに関
する相談及び通報等の当社グループ及び取引先も含めた窓口として当社内及び社外に設置し
たヘルプラインの運用状況等、監査委員会の職務上必要と判断される事項について定期的に
報告を行う。更に、「三菱地所グループ経営規程」等の定めにより、グループ会社の取締役
等や使用人より報告を受けた事項について、常勤監査委員が出席する経営会議等において情
報共有を図る。

⑨　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
　当社グループでは、全ての役職員が、「三菱地所グループコンプライアンス規程」の定め
によりコンプライアンスを遵守する責任を負い、「三菱地所グループリスクマネジメント規
程」の定めによりリスクに関わる情報を収集し報告する責任を負うと共に、公益通報者保護
法を踏まえ、監査委員を窓口とする内部通報制度並びに当社内及び社外に設置したヘルプラ
インについて、通報者等に対する保護や是正措置等の通知に係る対応方針等に関する規則を
整備・運用すること等により、前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを受けないことを確保する。

⑩　監査委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査委員は、監査委員会が定める監査基準の定めにより、監査委員会の職務の執行上必要
と認める費用について、予め会社に請求することができ、また、緊急又は臨時に支出した費
用については、事後会社に償還を請求することができる。
　当社は、監査委員の請求に基づき、監査委員会の職務の執行に必要な費用を支払う。

⑪　その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　常勤監査委員は、監査委員会が定める監査基準に従い、執行役社長をはじめとする当社経
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

営陣、内部監査室その他監査委員会の職務上必要と判断される部署、及び当社会計監査人等
と定期的に会合を行い、意見交換等を行う。
　また、常勤監査委員は、経営会議等重要な会議に出席する。

(２) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
　業務の適正を確保するための体制についての運用状況の概要は、以下の通りです。
①　リスクマネジメントに関する取り組みの状況
・「リスク・コンプライアンス委員会」及び「リスク・コンプライアンス協議会」をそれぞれ
年３回開催し、重点的対策リスクの選定及び当該重点対策リスクに対するリスクマネジメン
ト活動状況・活動結果の報告を行うこと等により、当社グループのリスクマネジメントにつ
いての継続的なモニタリングを実施致しました。
・当社グループ全体での情報システム戦略立案、情報システムの開発・運用・保守及び情報シ
ステムのガバナンス強化を推進すると共に、2020年度に実施した当社の情報システムセキ
ュリティに対する第三者評価の結果を踏まえ、必要な対策を順次実施しました。また、昨年
度新設した「最高情報システムセキュリティ管理責任者」及び「サイバーセキュリティ推進
室」が中心となり、サイバーセキュリティ強化を実施致しました。
・当社役職員等に対する各種研修・訓練等を通じて情報セキュリティに関する教育を実施致し
ました。
・総合防災訓練において、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う出社制限を考慮した初動対応
訓練やWeb会議システムを活用した情報伝達訓練等を行いました。また、新型コロナウイ
ルス感染症拡大への対応を通じて蓄積した知見を踏まえ、感染症全般に対して汎用性のある
「感染症対応マニュアル」を作成致しました。

②　職務執行の効率性の確保に関する取り組みの状況
・執行役は、取締役会が策定した長期経営計画及び年次計画等に従い、取締役会から委任され
た権限に基づき分掌業務を着実に遂行致しました。また、取締役会は、執行役から業務執行
状況に関する報告を定期的に受けることにより経営課題を適時に把握し、対応方針の審議・
決定を行うなど、経営計画の進捗状況を適切にモニタリング致しました。
・取締役会におけるジェンダーダイバーシティの拡充を企図し、女性取締役を増員し、更なる
バックグラウンドの多様性とバランスを満たした取締役会構成を実現致しました。また、取
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

締役会による経営監督・モニタリング機能を、より強化することを企図し、執行兼務の取締
役候補者数を１名減じ、独立社外取締役比率を向上させることを決定致しました。

③　コンプライアンスに関する取り組みの状況
・「リスク・コンプライアンス委員会」及び「リスク・コンプライアンス協議会」をそれぞれ
年３回開催し、コンプライアンス推進活動計画の審議及び活動結果の報告を行うこと等によ
り、当社グループのコンプライアンスに関する総合的な管理及び推進を行いました。
・当社役職員等に対する各種研修・訓練等を通じてコンプライアンスに関する教育を実施致し
ました。

④　職務執行の報告及びその他のグループ経営に関する取り組みの状況
・「経営企画部グループ経営推進室」の統括の下、「三菱地所グループ経営規程」の運用及び
グループ会社における業務支援等を通じ、グループ会社の経営の適正性、効率性の促進とリ
スクマネジメントの強化に取り組みました。
・金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制報告制度について、「三菱地所グループ／
財務報告に係る内部統制の基本的な方針（基本規程）」に基づき、「全社的な内部統制」等
を対象に、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を行い、適切
に対応致しました。

⑤　監査委員会監査の実効性の確保に関する取り組みの状況
・監査委員会に対し、内部監査結果、リスクマネジメント活動及びコンプライアンス推進活動
の状況等を適切に報告し、監査委員会は、当該報告内容を踏まえ関係部署に対する追加聴取
及び助言等を行いました。
・常勤監査委員は、執行役社長をはじめとする当社経営陣、内部監査室、経理部、法務・コン
プライアンス部及び会計監査人等と意見交換のための会合を定期的に行ったほか、「経営会
議」や「リスク・コンプライアンス委員会」等の主要な社内会議への出席、重要書類の閲覧
等、監査委員会監査に必要な情報の収集を図り、これらの内容を監査委員会において適切に
共有致しました。
・監査委員会室は、専任の室長及び室員のほか、他部署兼務者を含め７名で構成され、担当事
務を適切に遂行致しました。
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連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 142,414 159,749 1,165,344 △132,483 1,335,024

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △51,587 △51,587
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 165,343 165,343

自 己 株 式 の 取 得 △45,822 △45,822

自 己 株 式 の 処 分 △10 565 555

自 己 株 式 の 消 却 △129,285 129,285

連 結 範 囲 の 変 動 △2,379 △2,379
非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 △1,835 △1,835
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額（純 額）

当 期 変 動 額 合 計 － △1,835 △17,919 84,029 64,274

当 期 末 残 高 142,414 157,914 1,147,425 △48,454 1,399,299

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
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連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権 非 支 配 株 主
持 分 純資産合計その他有価

証 券 評 価
差 額 金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 130,841 103 526,417 2,162 8,675 668,200 201 233,005 2,236,432

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △51,587
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 165,343

自 己 株 式 の 取 得 △45,822

自 己 株 式 の 処 分 555

自 己 株 式 の 消 却 －

連 結 範 囲 の 変 動 △2,379
非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 △1,835
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額（純 額） 7,710 2,002 75,327 5,020 90,061 △8 △10,818 79,234

当 期 変 動 額 合 計 7,710 2,002 － 75,327 5,020 90,061 △8 △10,818 143,509

当 期 末 残 高 138,552 2,106 526,417 77,489 13,695 758,261 193 222,187 2,379,941
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連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結子会社の数 271社

(1) 持分法適用非連結子会社の数 0社
(2) 持分法適用関連会社の数 109社

連結注記表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
1 連結の範囲に関する事項

主要な連結子会社の名称は、「事業報告」の「Ⅰ当社グループの現況　9.重要な子会社の状況」に記載のとおりであ
ります。
日本リージャスホールディングス㈱他45社は株式の取得や新規設立等により、連結子会社に含めております。
一方、㈱ロイヤルパークホテルは吸収合併に伴い消滅したことにより、RG-McClintock LLC他25社は持分の減少等
により、連結子会社から除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社は淵野辺デベロップメント特定目的会社であります。
非連結子会社は、総資産の合計額、営業収益の合計額、当期純損益の額のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余
金の額のうち持分に見合う額の合計額等が、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲か
ら除いております。

2 持分法の適用に関する事項

そのうち主要な関連会社は匿名組合大手町開発であります。
SRRP Development Trust他13社については新規設立等により、持分法適用関連会社としております。
一方、Central Saint Giles Unit Trust他26社については持分の減少等により、持分法適用関連会社から除外してお
ります。

(3) 主要な持分法非適用会社の名称等
主要な持分法非適用非連結子会社は淵野辺デベロップメント特定目的会社、主要な持分法非適用関連会社は第5メッ
ク都市開発特定目的会社であります。これらは、当期純損益の額のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金の額
のうち持分に見合う額の合計額等が、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、これらの会社に対
する投資については持分法を適用しておりません。

(4) その他
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る計算書類を使用し
ております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のMEC Group International Inc.及び海外子会社230社、㈱メックecoライフ他3社の決算日は12月31日、京
葉土地開発㈱の決算日は1月31日、座間デベロップメント特定目的会社他4社の決算日は2月28日であり、同日現在の計算
書類を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結決算上必要な調整を行っており
ます。
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連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
満期保有目的の債券 償却原価法（当社及び国内連結子会社は定額法、在外連結子会社は利息

法）
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として
移動平均法により算定）

市場価格のない株式等　　　　　　　主として移動平均法による原価法
エクイティ出資

市場価格のない株式等以外のもの　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として
移動平均法により算定）。なお、持分法を適用していない非連結子会社出
資及び関連会社出資は移動平均法による原価法を採用しております。ま
た、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取引
法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約
に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持
分相当額を純額で取り込む方法によっております。

市場価格のない株式等　　　　　　　主として移動平均法による原価法
デリバティブ 時価法
棚卸資産

販売用不動産 主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

仕掛販売用不動産 同　上
開発用不動産 同　上
未成工事支出金 同　上

固定資産 当社及び国内連結子会社は減損会計を適用しております。在外連結子会社は国際財務報告
基準及び米国会計基準により処理しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産 当社及び国内連結子会社は主として定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月
1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
在外連結子会社は定額法

無形固定資産 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能見積期間（主として
5年）に基づく定額法

(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により計上し

ているほか、貸倒懸念債権等特定の債権については、債権の回収可能性を個別に検討して
計上しております。

役員退職慰労引当金 連結子会社においては、役員の退職による退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく
当連結会計年度末要支給額を計上しております。

環境対策引当金 ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の処理等、環境対策に伴い発生する損失の見積額を計
上しております。

－ 13 －



2023/05/24 22:40:11 / 22948708_三菱地所株式会社_招集通知

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

ヘッジ手段 ヘッジ対象
金利スワップ 借 入 金
通貨スワップ
借 入 金

借 入 金 ・ 社 債
在外子会社持分

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主と
して給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（1年～10年）による定額
法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（1年～15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
在外子会社の資産及び負債は当該子会社の決算日の直物為替相場、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部の為替換算調整勘定として表示しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特
例処理を、振当処理の要件を満たしている通貨スワップについては振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

③ ヘッジ方針
リスクヘッジ取引は、「市場リスク管理規定」及び「リスク別管理要項」等の内規に基づき、金利変動リスク、為
替変動リスクのヘッジを目的としております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の
累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

（「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係）
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号 2022
年3月17日）の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用し
ております。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のとおりであります。

ヘッジ会計の方法・・・繰延ヘッジ処理、金利スワップの特例処理
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引、通貨スワップ取引
ヘッジ対象・・・借入金、社債
ヘッジ取引の種類・・・キャッシュ・フローを固定するもの

(7) 消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

(8) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益は、顧客との契約に定められる対価に基づき測定しています。顧
客との契約に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識す
る通常の時点）は以下のとおりであります。
なお、主要な事業における顧客との契約に係る約束した対価は、履行義務の充足時点から、通常1年以内に支払を受
けており、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれていないため、その影響について対価の調整を行っている
顧客との契約はありません。
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① コマーシャル不動産事業セグメント
主に開発・保有するオフィスビルや商業施設等を賃貸する事業及び開発・保有するオフィスビルや商業施設等
を販売する事業を行っています。
■不動産賃貸事業

開発・保有するオフィスビルや商業施設等を賃貸しており、賃貸借取引については「リース取引に関する会
計基準」（企業会計基準第13号 2007年3月30日。以下「リース会計基準」という。）等に従い収益を認識
しています。

■不動産販売事業
開発・保有するオフィスビルや商業施設等を販売しており、顧客へ不動産を引渡した時点で収益を認識して
います。

■その他
その他、ビル運営・管理事業、ホテル事業等を行っています。
ビル運営・管理事業については、オフィスビルや商業施設等の運営及び不動産管理サービスを提供してお
り、建物全体の管理者として管理業務全般を通じた統括管理の責任を負い、保安警備業務、設備管理業務、
清掃業務、植栽業務等の各種管理業務を契約期間のもと実施することにより建物管理業務を提供していま
す。これらのサービスは、その履行義務の充足につれて顧客がサービスの提供を受けると同時に消費するた
め、顧客との契約期間にわたり収益を認識しており、時の経過に基づき、顧客への請求金額により測定して
います。また、賃借人より内部造作工事等の請負を行っております。ビル運営・管理事業における顧客との
内部造作工事等の請負工事契約は、履行義務を充足するにつれて顧客が資産を支配することから、顧客との
契約期間にわたり、発生原価に基づき工事の進捗度に応じて収益を認識しています。なお、契約における取
引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる期間がごく短い場合には、重要性等に関する代替的な
取扱いに基づき一定の期間にわたり収益を認識せず、履行義務を充足した時点で収益を認識しています。
ホテル事業については、当社及び連結子会社が保有する建物においてホテル経営を行っております。ホテル
事業に係る収益は、履行義務の充足につれて顧客がサービスの提供を受けると同時に消費するため、顧客に
よる施設利用期間にわたり認識しております。

② 住宅事業セグメント
主に開発したマンション・戸建住宅等の建設・販売・賃貸を行うほか、マンション・住宅の管理業務受託及び
注文住宅事業等を行っています。
■マンション販売事業

用地の仕入から施工まで行ったマンションの各分譲住戸を顧客へ販売しており、顧客へ不動産を引渡した時
点で収益を認識しています。

■住宅の管理業務受託事業
マンション・住宅等の不動産管理サービスを行っており、建物全体の管理者として管理業務全般を通じた統
括管理の責任を負い、保安警備業務、設備管理業務、清掃業務、植栽業務等の各種管理業務を契約期間のも
と実施することにより建物管理業務を提供しています。当該サービスは、その履行義務の充足につれて顧客
がサービスの提供を受けると同時に消費するため、顧客との契約期間にわたり収益を認識しており、時の経
過に基づき、顧客への請求金額により測定しています。

■注文住宅事業
注文住宅の受注販売を行っており、顧客との建物請負工事契約に基づき、顧客の土地に住宅を建設し引渡し
を行っています。当該サービスは、履行義務を充足するにつれて顧客が資産を支配することから、顧客との
契約期間にわたり、発生原価に基づき工事の進捗度に応じて収益を認識しています。なお、契約における取
引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる期間がごく短い場合には、重要性等に関する代替的な
取扱いに基づき一定の期間にわたり収益を認識せず、顧客へ不動産を引渡した時点で収益を認識していま
す。
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■その他
その他、マンションのリノベーション販売、不動産仲介、賃貸マンションの賃貸等を行っております。マン
ションのリノベーション販売については、顧客へ不動産を引渡した時点で収益を認識しています。不動産仲
介サービスは、顧客との不動産媒介契約に基づき、顧客のために不動産売買契約及び不動産賃貸借契約を成
約させ不動産の引渡しを行うサービスを提供しています。当該サービスは、仲介物件の引渡しが完了した時
点で収益を認識しております。賃貸マンションの賃貸に係る賃貸借取引については、リース会計基準等に従
い収益を認識しています。

③ 海外事業セグメント
海外においてオフィスビル、住宅、商業施設等を開発する事業や賃貸する事業を行っています。不動産賃貸事
業においては、リース会計基準等に従い収益を認識しています。また、開発・保有するオフィスビル等を顧客
へ販売した場合は、顧客へ不動産を引き渡した時点で収益を認識しています。なお、在外連結子会社の財務諸
表について、「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第
18号 2019年6月28日。以下「実務対応報告第18号」という。）に基づき国際財務報告基準（IFRS）又は米国
会計基準に準拠して作成されている場合は、当該財務諸表を利用しています。

④ 投資マネジメント事業セグメント
不動産投資に関する総合的サービスの提供を行っており、主に投資法人及び不動産ファンド等に対して資産運
用サービスを提供しています。資産運用サービスの収益には、契約期間における資産運用報酬のほか、物件取
得時や物件売却時の成功報酬が含まれています。資産運用報酬には、管理する資産額に契約で定められた率を
乗じて計算したものと、資産運用成績に基づき契約で定められた率を乗じて計算した変動報酬が含まれます。
資産運用報酬は、顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客がサービスの提供を受けると同時に消費
するため、顧客との契約期間にわたり、最頻値法に基づき不確実性が事後的に解消される際に、解消される時
点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り収益を認識しています。物件取得
時や物件売却時の成功報酬については、履行義務が充足された時点で収益を認識しています。なお、在外連結
子会社の財務諸表について、実務対応報告第18号に基づき国際財務報告基準（IFRS）又は米国会計基準に準拠
して作成されている場合は、当該財務諸表を利用しています。

⑤ 設計監理・不動産サービス事業
設計監理事業及び不動産サービス事業を行っています。
■設計監理事業

ビルの設計監理サービスをビル建設が完了するまで提供しています。当該サービスは、履行義務を充足する
につれて顧客が資産を支配することから、顧客との契約期間にわたり、発生原価に基づき工事の進捗度に応
じて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる期
間がごく短い場合には、重要性等に関する代替的な取扱いに基づき一定の期間にわたり収益を認識せず、履
行義務を充足した時点で収益を認識しています。

■不動産サービス事業
駐車場の運営サービス及び不動産仲介サービスを提供しています。駐車場の運営サービスは、顧客が所有す
る駐車場について、駐車場全体の管理者として管理業務全般を通じた統括管理責任を負い、保安警備業務、
設備管理業務、清掃業務等の各種管理業務を契約期間のもと実施することにより駐車場管理運営業務を提供
しています。駐車場管理運営業務は、その履行義務の充足につれて顧客がサービスの提供を受けると同時に
消費するため、顧客との契約期間にわたり収益を認識しており、時の経過に基づき、顧客への請求金額によ
り測定しています。
不動産仲介サービスは、顧客との不動産媒介契約に基づき、顧客のために不動産売買契約及び不動産賃貸借
契約を成約させ不動産の引渡しを行うサービスを提供しています。当該サービスは、仲介物件の引渡しが完
了した時点で収益を認識しております。

オペレーティング・リース取引に係る収益の計上基準
リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリ
ース料を計上しております。

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
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(9) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、5年間の均等償却を行っております。ただし、その効果の発現する期間の見積りが可能な
場合には、その見積期間で均等償却し、僅少なものについては一括償却しております。
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会計方針の変更に関する注記
時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計基準
適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱い
に従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当連
結会計年度の連結計算書類に与える影響は軽微であります。
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金額
（百万円）

有形固定資産 4,416,214
減損損失 3,535

会計上の見積りに関する注記
1 有形固定資産の評価

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2) その他の情報
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

当社グループは、有形固定資産として主にオフィスビル、商業施設、アウトレットモール、ホテル、物流施設等の
不動産を保有しております。保有する有形固定資産が固定資産の減損に係る会計基準に従い、減損が生じている可
能性を示す事象（減損の兆候）がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割
引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少
額を減損損失として計上しております。
減損損失を認識するかどうかの判定と減損損失の測定において行われる資産のグルーピングは、他の資産又は資産
グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としております。
回収可能価額には正味売却価額と使用価値のいずれか高い方を用いており、正味売却価額は、不動産鑑定士による
鑑定評価額等もしくは売買予定価格を使用し、使用価値は、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算出
しております。

②　主要な仮定
当社グループでは、原則個別物件毎に賃料・設備投資額・割引率等の見積りを行っております。また、見積りを行
う際にはアセットタイプ毎に主要な仮定をおいたうえで、個別物件の状況を勘案して見積りを行っております。
当連結会計年度において見積りを行った際の主要な仮定は以下になります。
■オフィス
平均賃料の実績は前連結会計年度に続き高い水準で堅調に推移しており、翌連結会計年度においても堅調に推移す
ると想定しております。空室率は当連結会計年度においてリーシングが堅調に進み、空室率が改善しました。翌連
結会計年度以降においても空室率は安定的に推移すると想定しております。
■商業施設・アウトレットモール
商業施設・アウトレットモールの賃料は、テナントの売上高に連動した変動賃料を含むことから、商業施設・アウ
トレットモールのテナント売上高と関連性があります。当連結会計年度は上期においては、新型コロナウイルス感
染症の影響を受けましたが、下期に入ると徐々に事業環境が改善しました。翌連結会計年度以降に関しては、経済
は正常化に向かっており、新型コロナウイルス感染症の影響は限定的と想定しております。
■ホテル
当連結会計年度の上期においては、新型コロナウイルス感染症の影響が残りましたが、下期に入ると徐々に事業環
境が改善しました。足元ではインバウンドの回復が顕著になっており、翌連結会計年度以降に関してもその傾向が
継続するものと想定しております。見積りにおいては、世界の航空需要や観光需要の見通しを総合的に勘案し、
2024年頃を目途に新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の水準までホテル需要が回復すると想定しており
ます。
■物流施設
物流施設は、引き続き市場動向が好調であることから翌連結会計年度以降についても市場動向と同様に堅調に推移
していくと想定しております。
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金額
（百万円）

販売用不動産 65,252
仕掛販売用不動産 420,956
評価損計上額 218

■再開発プロジェクト
当社グループは、複数の再開発プロジェクトに従事しておりますが、再開発プロジェクトについては、計画の遅延
や変更が生じる結果、当初見込みよりも収益性が低下する潜在的なリスク（再開発予定地区における他の地権者か
らの合意がとれないリスク、自治体から開発許可が下りないリスク等）が存在します。
再開発プロジェクトについては、これらの様々なリスクを総合的に評価しておりますが、現在進行中の再開発プロ
ジェクトについては、コスト増など事業環境の悪化に対して様々な施策を実施することで一定の収益性を確保しな
がら開発が進行すると見込んでおります。

③　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
減損損失は②主要な仮定の記載に基づき見積りを行っているため、減損損失の算定に用いた主要な仮定が悪化した
場合、翌連結会計年度において追加の減損損失が計上される可能性があります。

2 棚卸資産の評価
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2) その他の情報
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

当社グループは、棚卸資産の評価に関する会計基準に従い、収益性の低下により正味売却価額が帳簿価額を下回っ
た場合には、正味売却価額まで減額し、当該減少額を評価損として計上しております。なお、正味売却価額は、販
売見込額から見積追加工事原価及び見積販売経費を控除したものであります。

②　主要な仮定
当連結会計年度において正味売却価額を見積った際の主要な仮定は以下になります。
直近の契約進捗率及び成約価格やモデルルームの来場件数等の状況を考慮し、概ね当初の事業計画通りもしくは好
調に進捗しているプロジェクトは、当初事業計画に基づき正味売却価額の見積りを行っております。また、当初の
事業計画から悪化しているプロジェクトについては、進捗状況、近隣の市場価格、追加コストの発生状況等の各プ
ロジェクトの固有の状況を勘案して、修正した事業計画に基づいて見積りを行っております。
その他、分譲マンション事業に関連する着工前の開発用土地は、販売に至るまでの期間において、プロジェクトの
遅延や計画変更が生じる結果、当初見込みよりも収益性が低下する潜在的なリスク（将来の販売価格が下落するリ
スク、供給過剰が生じるリスク、自治体から開発許可が下りないリスク、近隣との協議により工事が遅延するリス
ク等）が存在します。
着工前の開発用土地については、これらの様々なリスクを総合的に評価しておりますが、現在進行中の着工前のプ
ロジェクトについては、コスト増など事業環境の悪化に対して様々な施策を実施することで一定の収益性を確保し
ながら開発が進行すると見込んでおります。

③　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
棚卸資産の評価については、②主要な仮定の記載に基づき低価法により簿価の切り下げを行っております。そのた
め、棚卸資産の評価に用いた主要な仮定に変動があった場合、翌連結会計年度において追加の評価損が計上される
可能性があります。
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会計上の見積りに関する注記

金額
（百万円）

エクイティ出資 716,416
評価損計上額 7,264

3 エクイティ出資の評価
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2) その他の情報
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

当社グループは、金融商品に関する会計基準に従い、市場価格のないエクイティ出資は、実質価額が著しく低下し
た場合には相当の減額をなし、当該減少額をエクイティ出資評価損として計上しております。
実質価額の算出にあたっては、出資先が保有する資産について、その保有目的ごとに評価しております。

②　主要な仮定
主要な仮定については、出資先が保有する資産について、その保有目的ごとに定めております。当該資産の仮定は
1 有形固定資産の評価、2 棚卸資産の評価をご参照ください。

③　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
エクイティ出資評価損は②主要な仮定の記載に基づき見積りを行っています。そのため、主要な仮定に変動があっ
た場合、翌連結会計年度において追加のエクイティ出資評価損が計上される可能性があります。
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連結貸借対照表に関する注記

1 有形固定資産の減価償却累計額 1,878,644百万円

現金及び預金 150百万円
エクイティ出資（注） 10,773百万円
建物及び構築物 159,594百万円
土地 189,750百万円
建設仮勘定 8,751百万円
投資有価証券（注） 16,037百万円
その他（注） 1,230百万円

計 386,287百万円

短期借入金 100百万円
1年内返済予定の長期借入金 4,408百万円
長期借入金 36,313百万円

計 40,821百万円

連結貸借対照表に関する注記
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

2 担保に供している資産及び担保を付している債務
(1) 担保に供している資産

（注）エクイティ出資8,724百万円、投資有価証券16,037百万円、その他1,230百万円については、関係会社の債務
　　　に対して担保に供しております。

(2) 担保に付している債務

－ 22 －



2023/05/24 22:40:11 / 22948708_三菱地所株式会社_招集通知

連結貸借対照表に関する注記

被 保 証 者 債 務 の 金 額 債 務 の 内 容
高松空港㈱ 1,500百万円 金融機関からの借入金
住宅購入者 46,930百万円 金融機関からの借入金

計 48,430百万円

被 保 証 者 債 務 の 金 額 債 務 の 内 容

PT.Windas Development 19,057百万円
（143,615千米ドル） 金融機関からの借入金

TRCC/Rock Outlet
Center,LLC

1,838百万円
（13,854千米ドル） 金融機関からの借入金

1465 THIRD AVE JV LP 1,128百万円
（8,506千米ドル） 金融機関からの借入金

Lendlease OSH
Residential A Pty Ltd

20,186百万円
（225,069千オーストラリアドル） 金融機関からの借入金

Lendlease OSH
Residential B Pty Ltd

9,447百万円
（105,332千オーストラリアドル） 金融機関からの借入金

RML548Co.,Ltd. 7,163百万円
（1,832百万タイバーツ） 金融機関からの借入金

計 58,822百万円

3 偶発債務
(1) 保証債務

住宅購入者の保証債務は、主として購入者の住宅ローンに関する抵当権設定登記完了までの金融機関に対する連帯保証
債務であります。

(2) 事業引受保証

当社は、Lendlease OSH Residential A Pty Ltd、Lendlease OSH Residential B Pty Ltd及びRML548Co.,Ltd.の
事業について、債権者に対し持分相当額の事業引受保証を行っております。
MEC Group International Inc.は、TRCC/Rock Outlet Center,LLC及び1465 THIRD AVE JV LPの事業につい
て、債権者に対し持分相当額の事業引受保証を行っております。
また、三菱地所アジア社及びMEA Commercial Holdings Pte.Ltd.は、PT.Windas Developmentの事業につい
て、債権者に対し事業引受保証を行っております。なお、持分相当額を超える金額については、共同事業者から担保
提供又は保証を受けております。
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連結貸借対照表に関する注記

4 土地の再評価
当社及び一部の連結子会社では「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価
に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年3月31日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当
該評価差額に係る税効果相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に、これを控除した金額を「土地再評価差
額金」として純資産の部に計上しております。

再評価の方法 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第3号に
定める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法により算出

再評価を行った年月日 2002年3月31日
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連結株主資本等変動計算書に関する注記

当連結会計年度期首株式数
（千株）

当連結会計年度増加株式数
（千株）

当連結会計年度減少株式数
（千株）

当連結会計年度末株式数
（千株）

発行済株式
普通株式　　（注）1 1,391,478 － 67,190 1,324,288

合　　計 1,391,478 － 67,190 1,324,288
自己株式

普通株式　　（注）2 68,852 26,675 67,484 28,043
合　　計 68,852 26,675 67,484 28,043

決 議 日 株式の種類 配当金の総額
（ 百 万 円 ）

1 株 当 た り
配当額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2022年6月29日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 26,452 20 2022年3月31日 2022年6月30日

2022年11月10日
取 締 役 会 普 通 株 式 25,135 19 2022年9月30日 2022年12月6日

決 議 予 定 日 株式の種類 配当金の総額
（ 百 万 円 ） 配当の原資 1 株 当 た り

配当額（円） 基 準 日 効力発生日

2023年6月29日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 24,628 利益剰余金 19 2023年3月31日 2023年6月30日

連結株主資本等変動計算書に関する注記
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）1. 発行済株式の株式数の減少67,190千株は、取締役会決議による委任に基づく執行役社長の決定に基づく自己株式の
消却によるものです。

2. 自己株式の株式数の増加26,675千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加26,642千株及び単元未満
株式の買取りによる増加33千株、減少67,484千株は自己株式の消却による減少67,190千株、ストックオプション
行使による減少3千株及び譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少290千株によるものです。

2 剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
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連結株主資本等変動計算書に関する注記

新 株 予 約 権 の 内 訳 新株予約権の目的
となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計年度期首 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末

2007年7月26日開催の取締役会決
議による新株予約権 普 通 株 式 2,000 － － 2,000

2008年7月31日開催の取締役会決
議による新株予約権 普 通 株 式 3,000 － － 3,000

2009年7月31日開催の取締役会決
議による新株予約権 普 通 株 式 6,000 － － 6,000

2010年7月30日開催の取締役会決
議による新株予約権 普 通 株 式 7,000 － － 7,000

2011年7月29日開催の取締役会決
議による新株予約権 普 通 株 式 17,000 － － 17,000

2012年7月31日開催の取締役会決
議による新株予約権 普 通 株 式 19,000 － － 19,000

2013年7月31日開催の取締役会決
議による新株予約権 普 通 株 式 14,000 － － 14,000

2014年7月31日開催の取締役会決
議による新株予約権 普 通 株 式 19,000 － － 19,000

2015年7月31日開催の取締役会決
議による新株予約権　　　　   (注) 普 通 株 式 21,000 － 3,000 18,000

3 新株予約権に関する事項

（注）2015年7月31日開催の取締役会決議による新株予約権の当連結会計年度における減少は、新株予約権の行使による
ものです。
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金融商品に関する注記

金融商品に関する注記
1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。資金運用に
ついては流動性を重要視し、運用期間を短期とすることにより、市場リスクを極力回避しております。デリバティブ取
引は、金利変動リスクのヘッジ、支払金利の軽減及び為替変動リスクの回避を主眼とし、投機的な取引は行わない方針
であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うに当た
り生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動
リスクに晒されております。
エクイティ出資は、主に資産流動化法に基づく特定目的会社に対する優先出資、不動産投資信託の投資口に対する出資
及び特別目的会社に対する匿名組合出資等であり、それぞれ発行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変
動リスクに晒されております。
賃借物件において預託している敷金及び保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。一部外貨建てのものについて
は、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日及び償還日は最長で決算日後58
年であります。このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金
利スワップ）を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、金利スワップ、通貨スワップ及び為替予約であります。金利スワップについては、変動金利によ
る資金調達の支払利息を固定化することにより、金利変動リスクをヘッジする取引を行っております。なお、一部の連
結子会社は、当社と同様の取引方針及び利用目的で金利スワップ取引及び通貨スワップ取引を行っております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権、敷金及び保証金について、各セグメントにおける担当部署が主要な取引先の状況を定期
的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期
把握や軽減を図っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社グループは、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引及び通貨スワッ
プ取引を利用しております。また、在外子会社に対する純投資の為替相場の変動によるリスクを回避する目的で、外
貨建借入金を利用しております。有価証券及び投資有価証券等については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の
財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有
状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
維持等により流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が
変動することがあります。
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金融商品に関する注記

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 有価証券及び投資有価証券(＊2)
① 満期保有目的の債券 160 163 2
② その他有価証券 263,242 263,242 －

(2) エクイティ出資(＊2)(＊4) 24,542 24,542 －
資産計 287,945 287,948 2

(1) 1年内返済予定の長期借入金 210,087 209,820 △267
(2) 1年内償還予定の社債 26,635 26,567 △68
(3) 社債 820,584 803,972 △16,612
(4) 長期借入金 1,618,019 1,610,426 △7,593
(5) 受入敷金保証金 448,442 426,388 △22,054

負債計 3,123,768 3,077,173 △46,595
デリバティブ取引(＊3) 1,377 1,377 －

区分 連結貸借対照表計上額
（百万円）

① 非上場株式 46,312
② 出資金 100

2 金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(＊1) 現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものは、記載を省略しております。
(＊2) 市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」及び「(2)エクイティ出資」 には含まれておりません。当

該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(＊3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、
(　)で示しております。

(＊4) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、「(2)エクイティ出資」には含まれておりません。
当該金融商品の連結貸借対照表計上額は4,904百万円であります。
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金融商品に関する注記

区分 時価（百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券

株式 253,779 － － 253,779
社債 － － 5,885 5,885
その他 3,578 － － 3,578

エクイティ出資 17,065 － 7,476 24,542
 資産計 274,422 － 13,362 287,784

デリバティブ取引(＊)
金利関連 － 1,377 － 1,377

 負債計 － 1,377 － 1,377

区分 時価（百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券

国債 163 － － 163
 資産計 163 － － 163

1年内返済予定の長期借入金 － 209,820 － 209,820
1年内償還予定の社債 － 26,567 － 26,567
社債 － 803,972 － 803,972
長期借入金 － 1,610,426 － 1,610,426
受入敷金保証金 － 426,388 － 426,388

 負債計 － 3,077,173 － 3,077,173

3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しておりま
す。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象と

なる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプッ

トを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルの
うち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(＊) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、
(　)で示しております。

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
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金融商品に関する注記

（注）1. 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

当社及び連結子会社が保有する市場価格のある上場株式及び国債は相場価格を用いて評価しており、レベル1の
時価に分類しております。市場価格のない社債は、元利金の合計額を残存期間及び信用リスクを加味した利率を
基に、割引現在価値法により算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要であるた
め、レベル3の時価に分類しております。

エクイティ出資
当社及び連結子会社が保有する市場価格のあるエクイティ出資は、相場価格を用いて評価しており、レベル1の
時価に分類しております。市場価格のないエクイティ出資は、投資先が保有する不動産を時価評価する修正純資
産法により算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要であるため、レベル3の時
価に分類しております。

デリバティブ取引
金利スワップの時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類
しております。

1年内償還予定の社債及び社債
当社及び連結子会社の発行する社債の時価は、市場価格のある社債は市場価格によっており、レベル2の時価に
分類しております。市場価格のない社債については、元利金の合計額（金利スワップの特例処理の対象とされた
社債については、その金利スワップのレートによる元利金の合計額）を、当該社債の残存期間及び信用リスクを
加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。(一部の債券は
通貨スワップ等の振当処理の対象とされており、円貨建社債とみて時価を算定しております。)

1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額（金利スワップの特例処理の対象とされた借入金については、その金利ス
ワップのレートによる元利金の合計額）を、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現
在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。(一部の借入金は通貨スワップ等の振当処理
の対象とされており、円貨建借入とみて時価を算定しております。)

受入敷金保証金
受入敷金保証金の時価は、返還債務の額を、返還期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現
在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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賃貸等不動産に関する注記

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

賃貸等不動産 3,794,330 8,016,139
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 536,297 948,351

賃貸等不動産に関する注記
当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域及び海外（米国、英国等）において、賃貸収益を得ることを目的と
して賃貸オフィスビルや賃貸商業施設等を所有しております。
なお、国内の賃貸オフィスビルの一部については、当社及び一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として
使用される部分を含む不動産としております。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する当連結会計年度末の連結貸借対照表計
上額及び時価は、次のとおりであります。

（注）1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度末の時価は、以下によっております。

(1) 国内の不動産については、主に「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額であります。
(2) 海外の不動産については、主に現地の鑑定人による鑑定評価額であります。
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収益認識に関する注記、1株当たり情報に関する注記、その他の注記

当連結会計年度
（百万円）

コマーシャル不動産事業
不動産賃貸（注）1 548,954
不動産販売 105,228
その他 123,240

計 777,424
住宅事業

マンション販売 112,937
住宅管理業務受託 57,713
注文住宅 38,252
その他 137,517

計 346,419
海外事業（注）1 176,130
投資マネジメント事業 35,878
設計監理・不動産サービス事業 60,774
その他の事業 11,801

合計 1,408,429
セグメント間取引（注）2 △30,602
連結計算書類計上額 1,377,827
顧客との契約から生じる収益 642,222
その他の源泉から生じる収益（注）1 735,604

収益認識に関する注記
1 収益の分解

当社は、営業収益を事業セグメントに基づき分解するとともに、コマーシャル不動産事業と住宅事業については、さらに
財・サービスの区分により分解しております。

（注）1. コマーシャル不動産事業における不動産賃貸及び海外事業の営業収益は主に企業会計基準第13号「リース取引に
関する会計基準」等を適用して認識しております。なお、在外連結子会社の計算書類について、実務対応報告第
18号に基づき国際財務報告基準（IFRS）又は米国会計基準に準拠して作成されている場合は、当該計算書類を利
用しております。

2. 上記収益の分解はセグメント間の内部営業収益又は振替高を含んでおります。
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収益認識に関する注記、1株当たり情報に関する注記、その他の注記

当連結会計年度
（百万円）

顧客との契約から生じた債権 38,940
契約資産 10,705
契約負債 64,486

2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記「4 会計方針に関する事項 (8) 重要な収益及び費用の計上基
準」に記載のとおりであります。

3 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債

顧客との契約から生じた債権、契約資産、及び契約負債の期首及び期末の残高は次のとおりであります。なお、連結貸
借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は受取手形、営業未収入金及び契約資産に、契約負債は
流動負債のその他にそれぞれ含まれております。

契約資産は、主として設計監理や住宅等の請負工事契約において、報告期間の末日時点での工事の進捗に基づく対価に
対する権利のうち債権を除いたものであり、工事が完成し、対価を顧客へ請求する時点で債権に振り替えられます。
契約負債は、主としてマンションの販売に係る契約において顧客から受領した手付金であり、住戸を顧客へ引渡す時点
で履行義務は充足され、契約負債は収益へ振替えられます。
当連結会計年度期首現在の契約負債残高29,579百万円のうちマンション販売に関連する契約負債残高は17,618百万円
であり、そのうち10,710百万円を当連結会計年度に収益として認識しております。また、マンション販売に関連する
もの以外の契約負債残高のほとんど全ては当連結会計年度中に収益として認識しております。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格は、当連結会計年度末において205,816百万円であり、うちコマーシャル不動産事業
では91,990百万円であり、住宅事業では113,826百万円であります。
当連結会計年度末時点における未履行の履行義務残高の履行時期の見込みは、コマーシャル不動産事業では概ね2年以
内に、住宅事業では概ね3年以内に収益を認識する予定です。なお注記にあたっては実務上の便法を適用し、当初の予
想契約期間が1年以内の契約、及び履行義務の充足から生じる収益を適用指針第19項に従って認識している契約は含ん
でおりません。
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収益認識に関する注記、1株当たり情報に関する注記、その他の注記

1株当たり純資産額 1,664円47銭
1株当たり当期純利益 125円54銭

1株当たり情報に関する注記

主な用途 種　　類 場　　所
賃貸資産その他（計48ヶ所） 土地、建物等 インドネシア共和国ジャカルタ他

その他の注記
1 減損損失

当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

当社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単
位によって資産のグループ化を行いました。なお、社宅等は共用資産としております。
その結果、地価の下落に伴い帳簿価額に対して著しく時価が下落している資産グループ及び賃料水準の低下や市況の悪化等
により収益性が著しく低下した資産グループ48件について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損
失（3,535百万円）として特別損失に計上しました。
その内訳は、土地451百万円、建物及び構築物他3,083百万円であります。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額あるいは使用価値により測定しており、正味売却価額は主として不動
産鑑定士による鑑定評価額を使用しております。また、使用価値は、将来キャッシュ・フローを主として5%で割り引いて
算定しております。
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収益認識に関する注記、1株当たり情報に関する注記、その他の注記

期首残高 7,516百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 357百万円
時の経過による調整額 76百万円
資産除去債務の履行による減少額 △24百万円
連結範囲の変更に伴う増加額 1,425百万円
その他の増減額（△は減少） △0百万円
期末残高 9,350百万円

2 資産除去債務
(1) 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

① 当該資産除去債務の概要
定期借地契約に伴う原状回復義務及び建物等の賃借契約に伴う原状回復義務等であります。

② 当該資産除去債務の金額の算定方法
契約に基づく残存年数等を使用見込期間と見積り、割引率は0.0%～2.3%を使用して資産除去債務の金額を計算して
おります。

③ 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

(2) 連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務
以下のとおり、一部の資産除去債務については資産除去債務計上額より除いております。

① 一部の有形固定資産に使用されている石綿について、当該有形固定資産を除去する際に、石綿障害予防規則の要求す
る特別な方法で除去する義務に係る債務
当該有形固定資産については、建物の解体時に石綿の除去義務が発生しますが、過去において多数の関係者との調整
が必要な再開発等による取壊し以外に解体実績はなく、老朽化等を原因とする資産の物理的使用可能期間の予測によ
る債務の履行時期の見積りが困難であり、具体的な経営計画に基づかない限り解体時期を見積ることができません。
また、石綿対策として、テナント退去時等、除去工事が可能な状況になった石綿は適時自主的に除去を実施しており
ますが、当該自主的な除去作業の今後の進捗について過去におけるテナントの退去実績等から合理的に見積ることが
難しく、当該有形固定資産の解体時における残存石綿量を見積ることができません。さらに、当該石綿を除去するた
めのみにかかる費用を通常の解体費用と区分して見積ることは、困難であります。これらの理由から、決算日現在入
手可能な証拠を勘案し最善の見積りを行いましたが、資産除去債務の範囲及び金額に対する蓋然性の予測が困難であ
りますので、当該債務について資産除去債務計上額から除いております。

② 一部の不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務に係る債務
商業施設の一部においては、定期借地契約上、契約期間が終了し返却する際の原状回復を求められているものがあり
ますが、当該施設については実質的に再契約等により継続使用することが可能であり、また契約上、原状回復義務の
履行の可能性を減ずる特約がある等の理由により、履行時期が不明確であります。また事業戦略上も、環境的にも
事業を継続する状況であり、当該債務の履行を想定しておりません。このため、決算日現在入手可能な証拠を勘案
し最善の見積りを行いましたが、資産除去債務の範囲及び金額に対する蓋然性の予測が困難でありますので、当該債
務について資産除去債務計上額から除いております。
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株主資本等変動計算書

（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
（単位：百万円）

株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資　本

準備金
資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金
利　益
剰余金
合　計特別償却

準備金
固 定 資 産
圧 縮
積 立 金

オープン
イノベーション

促進積立金
別　途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 142,414 171,526 171,526 21,663 429 151,731 446 108,254 461,205 743,730 △132,483 925,187

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △51,587 △51,587 △51,587

当 期 純 利 益 67,408 67,408 67,408

自 己 株 式 の 取 得 △45,822 △45,822

自 己 株 式 の 処 分 △10 △10 565 555

自 己 株 式 の 消 却 △129,285 △129,285 129,285

特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 △266 266

固定資産圧縮積立金の積立 4,469 △4,469

固定資産圧縮積立金の取崩 △3,562 3,562
オープンイノベーション
促 進 積 立 金 の 積 立 315 △315
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額（純 額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △266 906 315 － △114,430 △113,475 84,029 △29,446

当 期 末 残 高 142,414 171,526 171,526 21,663 163 152,637 761 108,254 346,774 630,255 △48,454 895,741

　　株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
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株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 土地再評価
差　額　金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 130,809 △58 529,822 660,573 201 1,585,962

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △51,587

当 期 純 利 益 67,408

自 己 株 式 の 取 得 △45,822

自 己 株 式 の 処 分 555

自 己 株 式 の 消 却 －

特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 －

固定資産圧縮積立金の積立 －

固定資産圧縮積立金の取崩 －
オープンイノベーション
促 進 積 立 金 の 積 立 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額（純 額） 5,606 2,946 8,552 △8 8,544

当 期 変 動 額 合 計 5,606 2,946 － 8,552 △8 △20,901

当 期 末 残 高 136,415 2,888 529,822 669,125 193 1,565,060

－ 37 －
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重要な会計方針に係る事項に関する注記

個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平
均法により算定）

市場価格のない株式等 主として移動平均法による原価法
エクイティ出資

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平
均法により算定）。なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資
（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、
持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

市場価格のない株式等　　　　　　　主として移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
より算定）

仕掛販売用不動産 同　上
開発用不動産 同　上

4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法

ただし、横浜ランドマークタワー及び1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備
を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

無形固定資産 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能見積期間（5年）に基
づく定額法

5 引当金の計上基準
貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により計上して

いるほか、貸倒懸念債権等特定の債権については、債権の回収可能性を個別に検討して計上
しております。

退職給付引当金 従業員の退職による給付及び執行役員の退職による退職慰労金の支払いに備えるため、従業
員については当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、執行役員
については内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上しております。
従業員に係る退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用及び数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数
（10年）による定額法により、過去勤務費用は発生時より、数理計算上の差異は翌事業年
度より、それぞれ費用処理しております。

環境対策引当金 ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の処理等、環境対策に伴い発生する損失の見積額を計上
しております。

6 繰延資産の処理方法
支出時に全額を費用として処理しております。

－ 38 －



2023/05/24 22:40:11 / 22948708_三菱地所株式会社_招集通知

重要な会計方針に係る事項に関する注記

ヘッジ手段 ヘッジ対象
金利スワップ 借 入 金
通貨スワップ 借 入 金 ・ 社 債
借 入 金 在外子会社持分

7 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益は、顧客との契約に定められる対価に基づき測定しています。顧客との契約に関する
主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の
とおりであります。
なお、主要な事業における顧客との契約に係る約束した対価は、履行義務の充足時点から、通常1年以内に支払を受けて
おり、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれていないため、その影響について対価の調整を行っている顧客との
契約はありません。
当社は主に開発・保有するオフィスビルや商業施設等を賃貸する事業、及び開発・保有するオフィスビルや商業施設等を
販売する事業を行っています。
不動産賃貸事業では開発・保有するオフィスビルや商業施設等を賃貸しており、賃貸借取引については「リース取引に関
する会計基準」（企業会計基準第13号 2007年3月30日）等に従い収益を認識しています。
不動産販売業では開発・保有するオフィスビルや商業施設等の不動産を販売しており、不動産販売による収益は顧客へ不
動産を引渡した時点で認識しています。

オペレーティング・リース取引に係る収益の計上基準
リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料
を計上しております。

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

8 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例
処理を、振当処理の要件を満たしている通貨スワップについては振当処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

(3) ヘッジ方針
当社のリスクヘッジ取引は、当社の内規である「市場リスク管理規定」及び「リスク別管理要項」に基づき、金利変
動リスク、為替変動リスクのヘッジを目的としております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累
計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

（「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係）
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号 2022年
3月17日）の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用してお
ります。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のとおりであります。

ヘッジ会計の方法・・・繰延ヘッジ処理、金利スワップの特例処理
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引、通貨スワップ取引
ヘッジ対象・・・借入金、社債
ヘッジ取引の種類・・・キャッシュ・フローを固定するもの

9 消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
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会計方針の変更に関する注記

会計方針の変更に関する注記
時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計基準
適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従
って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年
度の計算書類に与える影響は軽微であります。

－ 40 －
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金額
（百万円）

有形固定資産 3,038,118
減損損失 －

会計上の見積りに関する注記
1 有形固定資産の評価

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) その他の情報
①　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

当社は、有形固定資産として主にオフィスビル、商業施設、ホテル、物流施設等の不動産を保有しております。保
有する有形固定資産が固定資産の減損に係る会計基準に従い、減損が生じている可能性を示す事象（減損の兆候）
がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの
総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上してお
ります。
減損損失を認識するかどうかの判定と減損損失の測定において行われる資産のグルーピングは、他の資産又は資産
グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としております。
回収可能価額には正味売却価額と使用価値のいずれか高い方を用いており、正味売却価額は、不動産鑑定士による
鑑定評価額等もしくは売買予定価格を使用し、使用価値は、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算出
しております。

②　主要な仮定
当社では、原則個別物件毎に賃料・設備投資額・割引率等の見積りを行っております。また、見積りを行う際には
アセットタイプ毎に主要な仮定をおいたうえで、個別物件の状況を勘案して見積りを行っております。
当事業年度において見積りを行った際の主要な仮定は以下になります。
■オフィス
平均賃料の実績は前事業年度に続き高い水準で堅調に推移しており、翌事業年度においても堅調に推移すると想定
しております。空室率は当事業年度においてリーシングが堅調に進み、空室率が改善しました。翌事業年度以降に
おいても空室率は安定的に推移すると想定しております。
■商業施設
商業施設の賃料は、テナントの売上高に連動した変動賃料を含むことから、商業施設のテナント売上高と関連性が
あります。当事業年度は上期においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けましたが、下期に入ると徐々に
事業環境が改善しました。翌事業年度以降に関しては、経済は正常化に向かっており、新型コロナウイルス感染症
の影響は限定的と想定しております。
■ホテル
当事業年度の上期においては、新型コロナウイルス感染症の影響が残りましたが、下期に入ると徐々に事業環境が
改善しました。足元ではインバウンドの回復が顕著になっており、翌事業年度以降に関してもその傾向が継続する
ものと想定しております。見積りにおいては、世界の航空需要や観光需要の見通しを総合的に勘案し、2024年頃
を目途に新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の水準までホテル需要が回復すると想定しております。
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金額
（百万円）

エクイティ出資 371,997
評価損計上額 4,636

■物流施設
物流施設は、引き続き市場動向が好調であることから翌事業年度以降についても市場動向と同様に堅調に推移して
いくと想定しております。
■再開発プロジェクト
当社は、複数の再開発プロジェクトに従事しておりますが、再開発プロジェクトについては、計画の遅延や変更が
生じる結果、当初見込みよりも収益性が低下する潜在的なリスク（再開発予定地区における他の地権者からの合意
がとれないリスク、自治体から開発許可が下りないリスク等）が存在します。
再開発プロジェクトについては、これらの様々なリスクを総合的に評価しておりますが、現在進行中の再開発プロ
ジェクトについては、コスト増など事業環境の悪化に対して様々な施策を実施することで一定の収益性を確保しな
がら開発が進行すると見込んでおります。

③　翌事業年度の計算書類に与える影響
減損損失は②主要な仮定の記載に基づき見積りを行っているため、減損損失の算定に用いた主要な仮定が悪化した
場合、翌事業年度において減損損失が計上される可能性があります。

2 エクイティ出資の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) その他の情報
①　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

当社は、金融商品に関する会計基準に従い、市場価格のないエクイティ出資は、実質価額が著しく低下した場合に
は相当の減額をなし、当該減少額をエクイティ出資評価損として計上しております。
実質価額の算出にあたっては、出資先が保有する資産について、その保有目的ごとに評価しております。

②　主要な仮定
主要な仮定については、出資先が保有する資産について、その保有目的ごとに定めております。当該資産の仮定は
連結注記表 会計上の見積りに関する注記 1 有形固定資産の評価及び 2 棚卸資産の評価をご参照ください。

③　翌事業年度の計算書類に与える影響
エクイティ出資評価損は②主要な仮定の記載に基づき見積りを行っています。そのため、主要な仮定に変動があっ
た場合、翌事業年度において追加のエクイティ出資評価損が計上される可能性があります。

－ 42 －



2023/05/24 22:40:11 / 22948708_三菱地所株式会社_招集通知

貸借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記

1 有形固定資産の減価償却累計額 1,270,467百万円

現金及び預金 150百万円
投資有価証券（注） 4,907百万円
関係会社株式（注） 11,130百万円
その他（注） 1,230百万円

計 17,417百万円

被 保 証 者 債 務 の 金 額 債 務 の 内 容

Mitsubishi Estate
London Limited

139,238百万円
（765,000千英ポンド、

975,612千スウェーデンクローナ）
金融機関からの借入金

MITSUBISHI ESTATE
NEW YORK Inc.

43,397百万円
（325,000千米ドル） 金融機関からの借入金

MEC Global Partners
Holdings LLC

32,899百万円
（171,900千米ドル、5,500千英ポンド､

62,000千ユーロ）
金融機関からの借入金

Lendlease OSH
Residential A Pty Ltd

20,186百万円
（225,069千オーストラリアドル） 金融機関からの借入金

Lendlease OSH
Residential B Pty Ltd

9,447百万円
（105,332千オーストラリアドル） 金融機関からの借入金

RML548Co.,Ltd. 7,163百万円
（1,832百万タイバーツ） 金融機関からの借入金

高松空港㈱ 1,500百万円 金融機関からの借入金
㈱菱栄ライフサービス 114百万円 入居者への返還債務に対する保証

計 253,946百万円

被 保 証 者 債 務 の 金 額 債 務 の 内 容

MEC Finance USA, Inc. 11,350百万円
（85,000千米ドル） 金融機関からの借入金

計 11,350百万円

貸借対照表に関する注記
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

2 担保に供している資産

（注）投資有価証券4,907百万円、関係会社株式11,130百万円、その他1,230百万円については、関係会社の債務に
　　　対して担保に供しております。

3 偶発債務
(1) 保証債務

(2) キープウェルアグリメント

MEC Finance USA, Inc.の資金調達に係る信用を補完することを目的とし、キープウェルアグリメント（同意書）を
締結しております。
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貸借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記

短期金銭債権 16,853百万円 長期金銭債権 49,465百万円
短期金銭債務 219,411百万円 長期金銭債務 20,632百万円

4 関係会社に対する金銭債権及び債務

5 土地の再評価
「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する
法律」（平成13年3月31日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税効果相当額
を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上
しております。

再評価の方法 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第3号
に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法により算出

再評価を行った年月日 2002年3月31日
6 エクイティ出資

エクイティ出資のうち、関係会社に該当する匿名組合及び特定目的会社に対する匿名組合出資及び優先出資等の金額は
343,497百万円であります。

営業収益 35,251百万円
営業費用 74,646百万円
営業取引以外の取引高 34,067百万円

損益計算書に関する注記
関係会社との間の取引

普通株式 28,043,822 株

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
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税効果会計に関する注記

退職給付引当金 1,230百万円
未払賞与 1,277百万円
投資有価証券評価損 3,863百万円
棚卸資産評価損 603百万円
ゴルフ会員権評価損 204百万円
固定資産評価損 45,115百万円
土地再評価差額金 22,727百万円
エクイティ出資評価損 2,723百万円
組織再編に伴う事業移転 8,899百万円
その他 43,334百万円
繰延税金資産小計 129,980百万円
評価性引当額 △76,051百万円
繰延税金資産合計 53,928百万円

固定資産圧縮積立金 67,364百万円
退職給付信託設定益 7,393百万円
土地再評価差額金 265,595百万円
その他有価証券評価差額金 58,995百万円
固定資産評価差額 53,391百万円
その他 21,469百万円
繰延税金負債合計 474,209百万円
繰延税金負債の純額 420,281百万円

税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

繰延税金負債
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収益認識に関する注記、関連当事者との取引に関する注記、1株当たり情報に関する注記

収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載
しているため、注記を省略しております。

種 類 会社等の名称
議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取 引 金 額

( 百 万 円 ) 科 目
当 事 業 年
度 末 残 高
( 百 万 円 )

子会社
Mitsubishi Estate
London Limited

所有
間接100%

債務保証
役員の兼任 債務保証（注）1 139,238 ― ―

子会社
三菱地所

レジデンス㈱
所有

直接100%
資金の援助
役員の兼任

資金の貸付（注）2 755,000 関 係 会 社
短期貸付金 589,000

貸付金の回収 627,000
受取利息（注）2 2,097 ― ―

関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1. Mitsubishi Estate London Limitedの銀行借入（765,000千英ポンド、975,612千スウェーデンクローナ）の債

務保証であります。
2. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を決定しております。

1株当たり純資産額 1,207円23銭
1株当たり当期純利益 51円18銭

1株当たり情報に関する注記

以　上
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